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  第1回検討会説明資料 
空港運営等の状況

国土交通省航空局 



１．国土交通省成長戦略会議報告書の概要 
（及び行政刷新会議事業仕分けの概要）  （及び行政刷新会議事業仕分けの概要）



Ⅰ 日本の空を世界へ、アジアへ開く （徹底的なオープンスカイの推進） 

【航空分野】我が国の成長に貢献する航空政策へ ～国土交通省成長戦略会議～ 

 

成田の30万回化に係る地元合意を前提に首都圏空港を含めたオープンスカイを推進。 
国際航空物流の活性化のため、従来の枠組みを超えた抜本的な自由化を推進するとともに、ﾌｫｰﾜｰﾀﾞｰ・ﾁｬｰﾀｰ等に係る規制を緩和。 
観光立国の実現、LCCはじめ新規参入促進のため、アジアの諸国・地域を最優先に新たな枠組みの合意を目指す。 

Ⅱ 首都圏の都市間競争力ｱｯﾌﾟにつながる 
羽田・成田強化

Ⅲ 「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の抜本的効
率化 

羽田の24時間国際拠点空港化を進め、国際線枠を9万回とし、
欧米・長距離アジアを含む高需要・ビジネス路線を展開。 
成田は、30万回化を機に、更なる国際線ネットワークの強化と
ともに、国内フィーダー、LCCやビジネスジェットの受け入れ等

中期的には、空港関連企業と空港の経営一体化及び民間への経営
委託ないし民営化により、空港経営を抜本的に効率化。 
短期的には、空港整備に係る各歳入・歳出の在り方の見直しを通じ、
小型機の優遇等、時代の要請に応じた着陸料体系を再構築。

   羽田・成田強化 率化 

ともに、国内フィ ダ 、LCCやビジネスジェットの受け入れ等
の機能強化によるアジア有数のハブ空港化。 

小型機の優遇等、時代の要請に応じた着陸料体系を再構築。 
 

Ⅳ ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄ改善による関空の積極的強化
 

関空を首都圏空港と並ぶ国際拠点空港として再生するた
め、伊丹も活用しつつ、バランスシートを抜本的に改善。 
これにより、貨物ハブの実現やLCCの誘致等、関空の特色
を活かした戦略的経営を実現

 

地方が主体となった地方路線維持方策の実現。 
市場メカニズムを活用した新たな手法による羽田
の発着枠の配分。

Ⅳ ﾊ ﾗﾝｽｼｰﾄ改善による関空の積極的強化
Ⅴ 真に必要な航空ﾈｯﾄﾜｰｸの維持 

 

拠点空港におけるLCC専用ターミナルの整備検討。       
際 向 速 確 技 等 航 援

を活かした戦略的経営を実現。の発着枠の配分。 

Ⅵ LCC参入促進による利用者メリット拡大 

国際動向に迅速・的確に対応した技術規制の緩和等による航空会社の低コスト化支援。

 

利用者利便性の向上を通じた我が国の成長を実現 1 



 

Ⅲ 「民間の知恵と資金」を活用した空港経営の抜本的効率化    ～国土交通省成長戦略会議～  

１．現状の課題・問題点（抜粋） 
 
２．課題に対応した政策案（抜粋） 

空港整備勘定（旧空港整備特会）は、空港の利用者である航空会社が負担
する着陸料等の空港使用料や一般会計からの繰り入れ（いわゆる真水）を主
な財源とし、国が管理する空港の整備、維持・運営を行うとともに、地方自治体
が管理する空港の整備にも補助を行ってきた。この空港整備勘定によって、結
果として利用実績が乏しい空港も含め整備を行い、全国で９８の空港が供用さ
れ る

２－１： 空港経営効率化のためのガバナンス構築 
（２）課題に対応した政策案 

①経営一体化、民間への経営委託・民営化に関する取組み 
空港関連企業と空港との経営一体化及び民間への経営委託（コン

セッション）ないし民営化については、平成22年度から有識者による検討
プれている。 

国も最近になって空港政策を「整備」から「運営」へとシフトさせ、平成２０年
に「空港整備法」を「空港法」と改正したところである。この際、空港を整備の財
布である空港整備勘定の在り方についても必要な見直しを行うべきであったが、
実際には、空港政策のシフトが不完全な状態のままとなっている。 

また 既に整備された空港の運営の効率化の観点からも課題が多い 特に

会を立ち上げ、経営一体化等に向けた論点整理、ベストプラクティスの早
期展開等に関して検討を開始し、おおむね1年程度を目処に結論を得る。 

地方自治体等の関係者との調整が整い、経営一体化等に向けた環
境が整備され次第、対応が可能な空港について先行的に経営の一体化
等を実施していく。 

れら先行事例の蓄積（戦略 に基づく関空 伊丹の成果等も検証）とまた、既に整備された空港の運営の効率化の観点からも課題が多い。特に、
大部分の空港においては、航空インフラの構築・維持主体としての国や自治体
等（着陸料等の航空系収入の受け手）と空港ビル等の空港関連企業（物販、テ
ナント料、駐車場代等の非航空系収入の受け手）が別組織となっている（いわ
ゆる上下分離）ことに加え、非航空系収入の受け手たる空港関連企業へのガ
バナンスの仕組みが十分とは言えない状況である そのため 非航空系部分

これら先行事例の蓄積（戦略４に基づく関空・伊丹の成果等も検証）と
課題抽出・解決策の検討を踏まえ、他の空港にも経営一体化等の取組
みを広げていくこととしたい。 

なお、経営一体化等を円滑に進めるため、現在、国管理空港におい
て公益法人が行っている環境対策事業とその原資としての駐車場事業
についても 新たな空港運営主体が決定した段階で 遅滞なく移管するバナンスの仕組みが十分とは言えない状況である。そのため、非航空系部分

で十分な収益を上げ、これを原資として着陸料や施設利用料等の低廉化を図
り、利用促進につなげるという、諸外国の空港で一般的なビジネスモデルが確
立されていない。 

こうした状況を改善するため、中期的には、諸外国の空港と同様に、空港関
連企業と空港との経営一体化 民間への経営委託（コンセッション）ないし民営

についても、新たな空港運営主体が決定した段階で、遅滞なく移管する
ものとする。 

（３）留意点 
現段階での初期分析によれば、ガバナンスの欠如もあり、空港そのものと

空港関連企業とをあわせても、赤字状態にある空港が相当数存在。地方自治
体の巻き込み および適切な経営を行うことへのインセンティブスキ ムを構連企業と空港との経営 体化、民間への経営委託（コンセッション）ないし民営

化を通じて、航空インフラの構築と維持の双方に、可能な限り「民間の知恵と
資金」が投入されるような仕組みの構築を指向すべきと考える。 

その上で、そこに至る具体的な道筋として、空港経営の効率化のためのガ
バナンス構築（２－１）を図るとともに、公租公課も含めた空港整備勘定の各歳
入・歳出のあり方の見直し（２－２）を行う。

体の巻き込み、および適切な経営を行うことへのインセンティブスキームを構
築することが、変革実行上の必要条件となろう。 

民間への経営委託（コンセッション）か民営化のいずれを選択するのかにつ
いては、空港運営主体に対して国が航空政策の観点からどのように関与すべ
きか、国民の重要な資産である空港をどのように活用するのか等に関する国
民の目線や広い視野に立った議論が必要 また 空港に対する国と地方自治入 歳出のあり方の見直し（２ ２）を行う。 民の目線や広い視野に立った議論が必要。また、空港に対する国と地方自治
体等の関与のあり方に関する検討も欠かせない。 

羽田空港のターミナル会社は、上場企業であり、上下一体型を志向するた
めには、TOB等の手段が必要となるが、実効性があるか検討が必要である。 

また、経営一体化等を行う際には、環境対策に加え、既存の空港関連企業
や公益法人 行政部局等の職員の雇用対策について懸念する声があるが こ

【国土交通省成長政略会議報告書（平成22年5月17日公表）（抜粋）】 

や公益法人、行政部局等の職員の雇用対策について懸念する声があるが、こ
の点については、新たな空港運営主体に対し、一定の配慮を求めることにより
対処すべきである。 
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【行政刷新会議】社会資本整備事業特別会計（空港整備勘定）～事業仕分け第3弾～     

空港整備・維持運営のあり方 

評価者のコメント（抜粋）

制度のあり方 

評価者のコメント（抜粋）
 
● 「実施主体を民間・地方等に変更」と「予算要求の圧縮」を選択したが、

直近では事業(予算)の圧縮。期限を区切り、将来的(中期)に民営化。  
● 当面 現行の中で合理化 →短期 空ビル等と空港の一体化 → 将来 

民営化。

評価者のコメント（抜粋） 
 
(特別会計の枠組みのあり方（主体･区分経理）)  
● 短期的には特別会計を維持しつつ、プール制を維持する。その中で上

下一体化、民間委託等を進める。その上で利益の上がる空港からの利
益によって借入金の返済が進んだところで一般会計化。

評価者のコメント（抜粋）

民
● 段階的に一般会計からのお金をゼロにしていく。  
● 最終的に民間運営への移行。  

 WGの評価結果 

益 よ 借入金 返済 進 ろ 般会計化。
● 空港ごと採算、グループ管理の実態及び将来予測に基づき、先ず全体

としての収支を均衡化するべく努力し、しかる後、民営化の方向について
具体策を検討実現して欲しい。将来的には民営化。   

(特別会計の財産と借金のあり方（負債)  
● 上下一体化、民営化や羽田の(中期的な)利益によって返済を図る。  

事業内容を見直し、予算要求を  
10％までの圧縮幅で見直す 

とりまとめ内容 

● 非航空系の収入のとりこみ、管制の民営化。   
● 羽田空港の上下一体化(株式会社化)を通じて債務返済、株式上場をす

ることで債務返済に役立てる。   

WGの評価結果  

空港関連ビジネスについては、これを空港整備・運営との一
体化を、情報公開を進めつつ行っていただく。特に、空港環境
整備協会及び航空保安協会など空港関連法人の解散等につ
いては、早期に実現を図る。今後の民営化のためにも、空港

枠組みのあり方（主体・区分経理）  

廃止 （早急に民営化等を進めることとするが、当面は暫定
的に区分経理）  
特別会計の財産と借金のあり方(負債)  

本体のみならず関係公益法人等を一体化した会計を示してい
ただく。需要予測については、抜本的に見直し、天下り団体へ
の発注については原則として禁止するような措置を講じられな
いかどうか検討していただき、需要予測について的確なものと
するよう刷新していただく

抜本的に見直す （歳出合理化、ガバナンスの強化等により、 
国民負担を生じさせないようにする)  

とりまとめ内容 

するよう刷新していただく。 （特別会計の枠組みのあり方(主体・区分経理)） 

 本勘定については廃止し、早急に民営化等を進めることとす
るが、それまでの間、当面は暫定的なものとして区分して経理。  
(特別会計の財産と借金のあり方(負債)）  

上下 体化 歳出合理化努力等を行い 少しでも早く返済して上下一体化、歳出合理化努力等を行い、少しでも早く返済して
いく。今の計画よりもできるだけ早い償還計画を再度立てていた
だく。  

【行政刷新会議 事業仕分け第3弾 特別会計（平成22年10月28日開催）】 3 



２．空港を取り巻く状況 



 ２－（１）我が国空港の現状 



空港の種別 空港の種別 

（計3空港） （計２０空港） （計５空港） 

（計２０空港） 

（計３４空港） 

（計８空港） （計８空港） 
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空港分布図 空港分布図 

平成２２年４月１日現在 5 



空港数の国際比較 空港数の国際比較 

○ 人口あたりの空港数は、アメリカの７分の１程度、イギリス、フランスの３分の１程度、ドイツの６割程度。 

○ 国土面積あたりの空港数は、アメリカ、ドイツ、フランスと同数程度、イギリスの半数程度。 
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国の成長の核としての役割  ネットワークの拠点としての役割 

空港の果たす役割 空港の果たす役割 

○国際・国内ネットワークの展開により、地域交通の「結節
点」として地域の活性化に資する。 ･ 羽田・成田において４２ヶ国・地域９３都市とのネットワークを形成 

（２０１０年１０月現在） 
 

･インバウンド旅行者のうち９４％が空港を利用 （平成２１年）
･ 成田・羽田・関空・中部以外の
２４空港において週４４６便の定

○ 国際ネットワークの展開により国際競争力を強化する。 

インバウンド旅行者のうち９４％が空港を利用。（平成２１年）
（訪日外客数は平成２１年で６７９万人） 
 
･ 輸送量伸び率について、航空輸送は海上輸送を上回っている 
 

２４空港において週４４６便の定
期国際旅客便が２３都市に就航 

（２０１０年１１月現在） 
 

･ 空港までのアクセス２時間圏
内人口が９５％ 

・ アクセス鉄道・道路等により地
域交通の充実・発展に貢献 
 

・離島空港は、日常生活における
必要不可欠な移動の「足」として

海上輸送と航空輸送の輸送量伸び率  
（1990年を100%として計算） 

災害時の輸送拠点としての役割 情報発信・地域の賑わいの核としての役割 

の役割を担う。 

○ 空港は、被災地域と外部地域を直接結ぶことの特性
を活かして、緊急物資輸送の拠点等として役割を果たす。 
 新潟県中越地震（H１６・１０）における空港の役割の例 

救急救命活動や自衛隊 米軍等による救援物資

○ 空港は地域の交通結節点であるとともに地域の交流
拠点として機能する。 
 

・ 多数の人が往来することから、大規模な

･上越新幹線は約２ヶ月間運休 
･関越道 緊急車両以外通行止 

･ 救急救命活動や自衛隊・米軍等による救援物資
  の輸送 
  → 緊急物資等の輸送機が発生後 
    １ヶ月間で３，８００回の離発着 
 

多数の人が往来することから、大規模な
空港においては「空港都市」のような様相を
呈している。また、それ以外の空港におい
ても交流の拠点となっている。 
 

・ 地域住民の情報交換や交流の機会をイ
ベント等を通じて提供･ JAL・ANAによる羽田～新潟の 

  臨時便を運航、約２１万人を輸送 
 
 

ベント等を通じて提供
 

・ 生鮮食品等の地域資源の輸出を実現す
ると共に直売所として地域産業を活性化 
 
 

7 



各種空港における管理区分 各種空港における管理区分 
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空港関連施設のうち、旅客ターミナルビルをはじめ民間事業者による管理運営が適当なものは、民

国管理空港における施設の事業主体について 国管理空港における施設の事業主体について 

 空港関連施設のうち、旅客タ ミナルビルをはじめ民間事業者による管理運営が適当なものは、民
間事業者が実施している。 
 国が管理運営している施設は、空港の管理者として管理責任を有する滑走路やエプロン（駐機場） 
等の空港基本施設など限定されている。 

空港関連施設管理のイメージ 空港関連施設の事業主体 

空港内の多くの施設は 既に民間事業者

滑 走 路 
誘導路 

国が事業主体 
 

民間が事業主体 
 

・空港内の多くの施設は、既に民間事業者
 が管理・運営を実施している。 

空港関連施設 
整備用格納庫 

エ プ ロ ン      民間 

アクセス鉄道 

燃料供給業 

 旅客ターミナルビル業 

国 
  ・滑走路 

  ・エプロン 

等

  ・旅客ターミナルビル 

  ・貨物ターミナルビル 

  ・駐車場事業 

・空港アクセス

貨物ターミナル業 

     等   空港アクセス

  ・航空燃料事業 

  ・航空機整備事業   

  ・エネルギー供給事業 

等          等

  

 

 

 駐車場事業 
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航空法

 空港に関する法制度  空港に関する法制度 

航空法 
 

航空機の航行の安全等の空港を含めた航空全般の安全を確保 
 

○ 空港等の設置許可（第 条） 施設変更の許可（第 条）○ 空港等の設置許可（第３８条）、施設変更の許可（第４３条）
○ 空港保安管理規程の届出（第４７条の２） 

空港法 
 

空港の効果的かつ効率的な設置及び管理による空港利用者の便益増進を確保 
 

○ 空港の設置管理者に関する規定（第４条・第５条）  
  □ 国際航空網・国内航空輸送網の拠点空港 

・ 国管理空港
それぞれ以下の法律により、各設置管理者の行
う事業の適正性を確保 国管理空港

 ・ 成田・関空・中部空港 
  □ 地方管理空港 
○ 空港の工事費用の負担等（第６条～第１１条）

● 成田国際空港株式会社法 
● 関西国際空港株式会社法 
● 中部国際空港の設置及び管理に関する法律 
    【主な制度】

○ 空港の工事費用の負担等（第６条～第１１条） 
○ 着陸料の届出（第１３条） 
○ 空港協議会（第１４条） 
○ 国管理空港における空港機能施設事業者の指定（第 条）

     ・ 事業範囲の規定 
       ・ 新株、社債及び借入金の認可 
       ・ 事業計画の認可 

○ 国管理空港における空港機能施設事業者の指定（第１５条）

○ 国管理空港における旅客取扱施設利用料の上限認可（第１６条） 等  

10 



 ２－（２）空港整備等の仕組みの概要 



空港関連事業民間 地域関係者

国管理空港の運営に関連する資金のフロー図 国管理空港の運営に関連する資金のフロー図 

料収

空港関連事業
（空港ターミナル・駐車場等）の経営 

民間
事業者 （空港所在自治体等） 

・空港の利用促進 
（ポートセールス等） 

・テナント料収入
・物販・飲食店営業収入 
・駐車場収入 
・旅客取扱施設利用料旅客取扱施設利用料
（PSFC) 

・空港ターミナル等の 
整備・維持管理 

・着陸料収入 
・国有財産使用料（地代）  

・滑走路等の維持管理 

空港の基本施設 
(滑走路・エプロン等)の管理国・一般会計からの受入 

・財政投融資からの借入 (滑走路・エプロン等)の管理国
・ 滑走路等の整備 

財政投融資からの借入
（羽田のみ） 
 

11 



社会資本整備事業特別会計空港整備勘定のしくみ 

１１／１３ 
航空機燃料税収 

 

23年度 
半減要望中半減要望中

12 



億円 

空港整備勘定の歳入の推移 

5 484
5,630 

5,726 
5,638 

5 406

5,040 

5,288 

5,110 

5,484

4,788 4,734 4,674 

4,947 4,846 

4,577 4,563 
4,723 

4,956 

5,406
5,280 

4,593 

財政投融資 

雑収入等 

3,132 
空
港
整

2,011 

2,458 
2,642 航行援助 

施設 
使用料 

整
備
勘
定
自
己
財

着陸料等 

航空機
燃料税 

687 

1,018 

産業特会より受入 

財
源 

一
般
会
計

年度 

純粋一
般財源 

305 

計
よ
り
受
入 

45 48 
S 

51 54 57 60 63 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
H 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

年度末財投借 残高

22 

注１） 歳入額は当初予算ベース。４５年度は現在の特別会計規模におきかえている。 

  ２）   財投借入残高は実績ベース。（   ）内は見込額。 

  ３） 昭和45年、57年の財政投融資については、短期の借入金である。 

年度末財投借入残高  4,082  6,242   7,304   8,881 10,097 10,206  10,286 10,217  10,066  9,894  9,717   9,453    9,262    8,881    8,554   8,492   8,390  8,747   (8,777) 

空港整備特別会計
が創設（Ｓ４５） 

特会改革により、社会資本整備特別会計
空港整備勘定として計上（Ｈ２０） 

13 



億円 

5 630 5,726 5 638

6,000  
羽田（再拡）

空港整備勘定の歳出の推移 

4 718

5,040 

5,288 
5,110 

5,484 
5,630

4,788 4 7324 674

4,947 
4,846 

4 723

4,956 

5,638

5,406 
5,280 

1624 
1637

5,000  

羽田（再拡） 

羽田（沖展） 

成田 

関空 

中部 4,718 4,732 4,674 4,577 4,563 
4,723

4,593 

1409 

1612 

1797 
1648 

1885 
2017 

1030 
1029 

1069 

1102 

1258 

1288 
1311 

1241 

1177

15 
107 605 

1637 1245

1313 

1033 
4,000  

中部

一般空港 

ｻｰﾋﾞｽ高度化 

環境対策 

航空路整備

3,132 

1356

2 

3 
3 

3 

14 
55 255 

202
484 

228 

100 
40 

53 

363 
386 

465 

408 

327 
521 714

362 

257 
199 64 

112 67 

88 
119 

82 

99 

129 

102 25 

46 

37 

8

1177

1177 

1288 

1288 

1234 

12423,000  

航空路整備 

ハイテロ対策 

離島助成 

維持運営費 

2,011 

2,458 
2,642 

357 327 
286 

274
148 157 169 171 232 221 619 676 835 

1028 

1316 

1358 
1362 

1356

923 
870 

857 

799 
676 

470 

440 435 430 417 
411 391 

201 

1 

2 

202

178 

282 
29 1 

2 1 

4 

32 49 

3 

664 

687 

521 714
537 

313 

123 
214 

119 

88 

51 33 

128 

8

34 

34 

20 

2 

162 

847 

1242 

2 000

,

1,018 1 1 

16 
19 

23 21 13 21 
16 16 15 19 

4 4 11 6 

40 73 102 125 183 224 217 202 

88
217 

282 
237 

252 

305 
355 

402 
413 373 314 216 222 213 238 234 233 241 241 242 

180 

1031 

632 

368 

272 

273 
330 

340 

350 
360

274
230 180 

166 
167 159 154 123 103 93 

66 
175 

573 

820 

779 23 
100 

1 000

2,000  

30
5 

68
7 

160
302

484 
636 

1002 
846 

1015 1093 
1210 1259 

1371 1410 1480 1546 1530 1540 1591 1583 1504 1505 1498 1474 1415 1410 1419 1394 

3 

1 

1 

98 

140 

73 

89 

88 

120 

18

110 

330 

757 

126 

261 

195 

2 

3 

10 

86 

52 

40 1,000  

 
 

１次空整 
S42～S46 

 
 

３次空整 
S51～S55 

 
 

４次空整 
S56～S60 

 
 

６次空整 
H3～H7 

 
 

７次空整 
H8～H14 

 
 

社会資本整備重点計画 
H15～H２2 

 
 

２次空整 
S46～S50 

 
 

５次空整 
S61～H2 

年度 
62 16011 18 

0  
S45 S48 S51 S54 S57 S60 S63 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

14



２－（３） 空港の収支状況について 



平成１９年度空港別収支の試算結果（総括表及び試算結果一覧） 平成１９年度空港別収支の試算結果（総括表及び試算結果一覧） 

15 
15



各空港収支において計上対象とする収入・支出 凡例： 

計上対象外

各試算パターンにおける計上対象収入・支出の相違について（イメージ図）〈参考〉 各試算パターンにおける計上対象収入・支出の相違について（イメージ図）〈参考〉 

計上対象外

16 16 



平成１９年度 国管理空港の空港別収支及び空港関連事業の収支（試算） 

17



[

平

国管理空港の空港別収支及び空港関連事業の収支（試算）の単純合算（空港別収支パターン①） 

成
19
年
度
：
空
港

・新千歳 
４０億 

港
別
収
支
及
び
空

黒
字 

 ・小松 

２０億 

空
港
関
連
事
業
の

・鹿児島 
・広島 

・宮崎 
三沢

・仙台 
・松山 

・高松

・ 熊本 

・長崎 

収
支
（
試
算
）の
単

赤

宮崎

・函館 
・丘珠 

・三沢 

・稚内 

・大分 
高松

・高知 

・新潟 

釧路

・徳島 

・美保 

単
純
合
算
し
た
経 羽

字 

・福岡 

・北九州 
・釧路

△２０億 

[乗降客数] 

経
常
損
益] 

1,000万人 ２００万人 

・羽田

・那覇 
△４０億 

※注１ 

※注１：平成１９年度空港別収支（パターン①）と空港関連事業（旅客、貨物ターミナルビル事業者及び駐車場事業者）の収支(試算)を単純合算した経常損益。 

※注２：八尾空港、千歳空港は乗降客数がゼロのため記載していない。 

※注３：平成１９年時点で百里空港は開港していないため記載していない。 

本表は精緻なものではない。 
※注４：羽田空港は、当該空港関連事業以外の事業についても単体決算に含まれているため、その状況により変動がある。 

18 



・羽田↑ 

国管理空港の空港別収支及び空港関連事業の収支（試算）の単純合算（空港別収支パターン②） 

～～
～ ～

[

平

・新千歳 

４０億 

成
19
年
度
：
空
港

・福岡↑ 
黒
字 ・広島

 ・小松 

２０億 

港
別
収
支
及
び
空

・徳島↑ 

・高松↑ ・宮崎↑ 

字 

・鹿児島 
・広島 

・仙台↑ ・長崎 
・松山 

熊本・ 

美保 大分

空
港
関
連
事
業
の

赤

・函館 ・丘珠 

・稚内 

高知・ 
・新潟 

・釧路

・美保 ・大分・ 三沢 収
支
（
試
算
）の
単赤

字 ・北九州 
・釧路

△２０億 

単
純
合
算
し
た
経

[乗降客数] 1,000万人 ２００万人 

・那覇 

△４０億 

経
常
損
益] 

※注１ 

本表は精緻なものではない。 ※注５：     はパターン①において赤字のものが、黒字に転換した空港。 

※注１：平成１９年度空港別収支（パターン②）と空港関連事業（旅客、貨物ターミナルビル事業者及び駐車場事業者）の収支(試算)を単純合算した経常損益。 

※注２：八尾空港、千歳空港は乗降客数がゼロのため記載していない。 

※注３：平成１９年時点で百里空港は開港していないため記載していない。 

※注４：羽田空港は、当該空港関連事業以外の事業についても単体決算に含まれているため、その状況により変動がある。 
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～～

・羽田↑ 

国管理空港の空港別収支及び空港関連事業の収支（試算）の単純合算（空港別収支パターン③） 

[

平

・福岡↑

・新千歳 

１００億 

～～成
19
年
度
：
空
港 福岡↑

黒
字 ・鹿児島

・広島 
 ・小松 

２０億 
港
別
収
支
及
び
空

・徳島↑

・美保↑ 

・高松↑ ・宮崎↑ 

・鹿児島

・函館

・仙台↑ 
 

・長崎 

・松山 ・熊本 

高知 ・大分三沢

空
港
関
連
事
業
の

赤

函館
・丘珠 

・稚内 

・高知

・北九州

・新潟 

・釧路 

・大分・ 三沢収
支
（
試
算
）の
単

・那覇 
△２０億 

赤
字 

北九州単
純
合
算
し
た
経

[乗降客数] 1,000万人 ２００万人 

経
常
損
益] 

※注１ 

本表は精緻なものではない。 

※注１：平成１９年度空港別収支（パターン③）と空港関連事業（旅客、貨物ターミナルビル事業者及び駐車場事業者）の収支(試算)を単純合算した経常損益。 

※注２：八尾空港、千歳空港は乗降客数がゼロのため記載していない。 

※注３：平成１９年時点で百里空港は開港していないため記載していない。 

※注４：羽田空港は、当該空港関連事業以外の事業についても単体決算に含まれているため、その状況により変動がある。 

※注５：    パターン①において赤字のものが、黒字に転換した空港。 20 



～～

・羽田↑ 

国管理空港の空港別収支及び空港関連事業の収支（試算）の単純合算（空港別収支パターン④） 

[

平

・新千歳 

１００億 

～～～～成
19
年
度
：
空
港

宮崎↑

・福岡↑ 

黒
字 

・鹿児島 
・広島  ・小松 

・熊本 

２０億 
港
別
収
支
及
び
空

・徳島↑ ・高知↑ 

↑高松 ・ 

・新潟↑ 

・大分↑ 
・ 函館↑ 

・宮崎↑ 

・丘珠

・仙台↑ 
 長崎・ 

・松山 

・北九州・ 美保・三沢

空
港
関
連
事
業
の

赤

・丘珠 
・稚内 

北九州

・釧路 

美保 三沢 
収
支
（
試
算
）の
単

字 ・那覇 

△２０億 

単
純
合
算
し
た
経

[乗降客数] 1,000万人 ２００万人 

経
常
損
益] 

※注１ 

本表は精緻なものではない。 

※注１：平成１９年度空港別収支（パターン④）と空港関連事業（旅客、貨物ターミナルビル事業者及び駐車場事業者）の収支(試算)を単純合算した経常損益。  

※注２：八尾空港、千歳空港は乗降客数がゼロのため記載していない。 

※注３：平成１９年時点で百里空港は開港していないため記載していない。 

※注４：羽田空港は、当該空港関連事業以外の事業についても単体決算に含まれているため、その状況により変動がある。 

※注５：    パターン①において赤字のものが、黒字に転換した空港。 21 



３．海外における空港民営化等の事例 



会社設立型  会社設立及び設立会社への長期リース型  民間会社への長期リース型 

諸外国の民営化等の事例 《継続調査中》 

概要  ・政府が出資する空港運営会社を設立し、株式
を保有。 
・土地や基本施設は空港運営会社が保有。 
・政府保有株式の売却については各国で差異
有り。 

・政府は土地および基本施設を保有したうえで、
空港運営会社を設立し、当該空港会社の株式に
ついても保有。 
・政府保有株式の売却については、各国で差異
有り。 

・政府は土地（および基本施設）を保有。 
・民間の運営会社に対し、長期リース契約（コン
セッション契約）を締結。 

代表例  ○BAA（ヒースロー空港等、イギリス）
○ADP（ｼｬﾙﾙﾄﾞｺﾞｰﾙ空港等、フランス） 
 

○仁川空港公社（仁川国際空港、韓国）
○韓国空港公社（金浦空港等14空港、韓国） 
○フランスの主要地方空港（ﾆｰｽ、ﾘﾖﾝ等） 
○ｼﾄﾞﾆｰ空港会社（ｼﾄﾞﾆｰ空港、豪州）（過渡期） 

○ﾌﾞﾘｽﾍﾞﾝ空港･ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ空港等、オーストラリアの
空港会社 

 

政府政府 政府 
 空港資産債務（概要） 

 空港土地 
（空港施設？） 
 空港土地 
（空港施設？） 

 
 
 
 

民間株主

政府 
 空港資産債務（概要） 

空港土地 
空港施設 
空港土地 
空港施設 

 
 
 
 

国
有

政府
 空港資産債務（概要） 

 
 
 
 

(註5) (?) 

(註6) 

イメージ図  株式 

空港運営会社 
（運営・管理会社） 

民間株主

長
期

リ
ー

ス
 

（
ｺ
ﾝ
ｾ

ｯ
ｼ
ｮﾝ

）

空港運営会社 
（運営・管理会社） 

資産債務（概要） 

空港施設 ○○空港施設 ○○

株式
株式 

空港運営会社 
（運営・管理会社） 

有
財

産
貸

付
 

(註3)(註4) 

リ
ー
ス
料 

（ｺﾝ
ｾ

ｯ
ｼ
ｮﾝ

料
） 

(註1)BAAは、イギリス政府が保有する株式を株 (註3)仁川空港公社及び韓国空港公社は、土地及 (註5)ﾌﾞﾘｽﾍﾞﾝ、ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ等のｵｰｽﾄﾗﾘｱの18空港は、

資産債務（概要） 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

空港施設 ○○ 
空港土地 ○○ 
 

空港施設 ○○ 
空港土地 ○○ 
 

  
資産債務（概要）

 
 
 
 

 
 
 
 

(註1)(註2) 

備考 

式上場により全株売却（当初はイギリス政府が
黄金株を保有）。 
 

(註2)ADPは、フランス政府が保有する株式を株

式上場により売却。但し、全株式の売却ではなく、
政府の51%以上の株式保有方針有り。 

び基本施設は国が保有し、空港運営会社に無償
貸付。現時点で韓国政府は100%の株式を保有し

ているが、仁川空港においては、保有する株式を
売却する方針。但し、全株式の売却ではなく、韓
国政府は51%以上の株式を保有する予定。 

空港の運営権を長期ﾘｰｽ契約（50年+49年の延長

ｵﾌﾟｼｮﾝ）により民間の空港運営会社に売却。のﾘｰ
ｽ料を一括で支払い。 
 
(註6)オーストラリアの基本施設（滑走路、空港ビル
等）の所有形態は調査中

  (註4)ｼﾄﾞﾆｰ空港会社は中央政府が土地を保有し、

空港運営会社を設立したが、最終的に保有株式
の全てを、コンソーシアムに売却。結果としては、
長期リース型と同じ。 

等）の所有形態は調査中。
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イギリスにおける空港民営化（概要） 

○BAAの民営化の経緯 

《継続調査中》 

 ・空港公団法に基づき、中央政府保有の4空港で英国空港公団(British Airport Authority)を設立(1966年)。 
 （なお、同時期に当時中央政府が保有していた空港のうち、上記以外の18空港をそれぞれの地方自治体に移管） 
 ・1986年に英国空港公団（この当時7空港を所有）を株式会社化することが決定され、1987年に株式上場。 
 ・7空港を有するBAA Limitedが誕生。 
  【ロンドン】：ﾋｰｽﾛｰ、ｶﾞﾄｳｨｯｸ、ｽﾀﾝｽﾃｯﾄﾞ  【スコットランド】：ｸﾞﾗｽｺﾞｰ、ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ、ｱﾊﾞﾃﾞｨｰﾝ、ﾌﾟﾚｽﾄｳｨｯｸ 
   （BAAの株式会社化と同時に一部の地方自治体の空港を株式会社化することを決定。） 
 
 【BAA Limitedの民営化（1987年）】 
   －空港運営会社 ：  BAA Limited
 

   －保有空港  ：  当初はヒースロー空港、ガトウィック空港等７空港 
１ 

   －民営化形態  ：  「株式会社化」 （1987年に株式上場を実施） 
 

－中央政府の所有 ： ［株 式］ ： 当初：100% → 現状：0% （株式上場により売却）   中央政府の所有 ：  ［株  式］ ： 当初：100% → 現状：0% （株式上場により売却）
    ：  ［土地及び基本施設］ ： 保有せず 
 

   －その他  ：  当初中央政府が黄金株を保有（2003年にEUの指摘を受け、中央政府は黄金株を償却） 
 

 

 【株式上場以降の経緯】 
  ・  欧州司法裁判所が、イギリス政府によるBAAの黄金株の保有が、資本の自由な移動に基づく義務の不履行にあたると判決し、 
   イギリス政府はBAA  Limitedの黄金株を償却（2003年）。 
 ・フェロビアル(スペインの建設会社のコンソーシアム)に買収され、2006年8月上場廃止。 

英国競争委員会からの勧告を受け ガトウ ク空港をBAAから分割し 2009年12月に売却 ・英国競争委員会からの勧告を受け、ガトウィック空港をBAAから分割し、2009年12月に売却。

  

※BAA以外の空港においては、100％自治体所有にある空港（ﾏﾝﾁｪｽﾀｰ空港）や一部公的主体が所有している空港、100％民間が所有している空港等、様々な形態が混在している。 
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フランスにおける空港民営化（概要） 

○ADP及び主要12地方空港の民営化の経緯 
2005年4月にパリ空港公団を株式会社化

《継続調査中》 

  ・ 2005年4月にパリ空港公団を株式会社化。

   （株式会社化に伴い、空港の土地もフランス中央政府から移管） 
 ・フランスの地方空港においては、伝統的に中央政府や地方自治体が空港施設を保有し、商工会議所等が管理・運営を  
  行う形態をとっていたが、地方空港においても比較的規模の大きい12空港(国が関与)とそれ以外の空港に分けられ、 

12空港においては民営化することとされた  12空港においては民営化することとされた。
 
 【ADP（パリ空港株式会社）の民営化】 
  －空港運営会社  ：  ＡＤＰ 
 

保 ド ゴ  －保有空港 ：  シャルル・ド・ゴール空港、オルリー空港等１４空港
 

  －民営化形態  ：  「株式会社化」 （2006年に株式上場を実施） 
 

  －中央政府の所有  ：  ［株  式］  ： 当初：100% → 現状：63.4% （株式上場により売却） 
： ［土地及び基本施設］： 保有せず    ：  ［土地及び基本施設］： 保有せず

 

  ・2006年に上場したが、法令によりフランス中央政府が株式の51%以上の株式保有維持を規定。 
   （2008年末時点でフランス中央政府が63.4%を保有） 
  ・長期的な提携を目的として、スキポール空港と8％の株式の相互持合いを実施中。 

 
 【主要12地方空港の民営化】 
      －空港運営会社  ：  フランス中央政府・商工会議所・州等の公的セクターが出資する株式会社 
 

  －対象空港  ：  ニース・リヨン・トゥールーズ・マルセイユ・ボルドー・モンペリエ・ナント等12空港 
 

民営化形態 「株式会社化」 （今後 株式の売却可能性有り（注１））  －民営化形態 ：  「株式会社化」 （今後、株式の売却可能性有り（注１））
 

  －中央政府の所有  ：  ［株  式］  ： フランス中央政府の保有割合は空港毎に差異有り（注２） 
    ：  ［土地及び基本施設］ ： 土地の所有権（基本施設（滑走路、空港ビル等）の所有形態は調査中） （注３） 
 

（注 ） ランス中央政府は保有株式の取扱い（売却 保有）に いて検討中  （注１）フランス中央政府は保有株式の取扱い（売却or保有）について検討中。
  （注２）フランス中央政府が出資した空港は、ニース、リヨン、トゥールーズ、ボルドー、モンペリエの5空港 
  （注３）土地の所有権は引き続きフランス中央政府が保有し、空港運営会社が運営を実施。 
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オーストラリアにおける空港民営化（概要） 

○オーストラリアの空港民営化の経緯 
1986年に連邦空港公社（F d l Ai C L d FAC）を設立し 連邦政府運営の23空港を移管

《継続調査中》 

  ・1986年に連邦空港公社（Federal Airport Co.,Ltd : FAC）を設立し、連邦政府運営の23空港を移管。
  ・1994年に連邦政府が民営化方針を決定、具体的な方式を発表。 
   －長期リース契約によるコンセッション方式、個別空港毎の売却（同一事業者による主要複数空港所有を制限）、過半数はオーストラリア資本、等 
 

【シドニー空港以外の民営化（第1段階及び第2段階）】 【シドニー空港以外の民営化（第1段階及び第2段階）】
  －空港運営会社  ：  空港毎にコンソーシアムが出資する株式会社 
 

  －対象空港  ：  ［第1段階（1997年）］：ブリスベーン空港、メルボルン空港、パース空港の長期リース（注１） 

    ：  ［第2段階（1998年）］：１５空港（8カ所の主要空港（ｱﾃﾞﾚｰﾄﾞ等）及び7カ所の地方空港）の長期リース（注２） 
 

  －民営化形態 ：  長期リース契約（50年+49年の延長オプション）の締結により、各空港の運営権を売却
 

  －政府の所有  ：  ［株  式］   ： ［当初］0.0% → ［現状］0.0% （当初より政府は株式を所有せず） 
    ：  ［土地及び基本施設］ ： 土地の所有権（基本施設（滑走路、空港ビル等）の所有形態は調査中） 
 

（注１） 第1段階は独立した運営が可能かつ比較的好採算の空港を対象 （当該３空港の同一事業者による重複所有は制限）   （注１） 第1段階は独立した運営が可能かつ比較的好採算の空港を対象。（当該３空港の同一事業者による重複所有は制限）
   （注２） 第2段階の対象空港は、契約当時、過半数が赤字。 
 
 【シドニー空港の民営化（第3段階）】 

－空港運営会社 ： シドニー空港会社（ Sydney Airport Co.,Ltd：SAC）  空港運営会社 ：  シド 空港会社（ Sydney Airport Co.,Ltd：SAC） 
 

  －民営化形態  ：  「長期リース（50年+49年の延長オプション）」 （注３） 
 

  －政府の所有  ：  ［株  式］  ： 当初：100% → ［現状］0.0% （トレードセールにより売却） 
    ：  ［土地及び基本施設］ ： 土地の所有権（基本施設（滑走路、空港ビル等）の所有形態は調査中） 
 

   （注３）最終的には長期リース契約を実施したシドニー空港会社の株式を相対売買によりマッコーリー関連のコンソーシアムに売却（2002年） 
 

   ・シドニー空港の騒音問題と第2空港建設が未解決であったことから、シドニー空港は当初の民営化から除外。 
   ・民営化移行準備のため、シドニー空港会社（SAC）を設立し、シドニー空港及び近隣小空港の土地はオーストラリア政府が保有したまま、運営権を 
     シドニー空港会社（SAC）に譲渡して運営を開始。（1998年、FACはこの時に廃止） 

第2空港建設計画が少なくとも１０年間棚上げが決定 （2000年）   ・第2空港建設計画が少なくとも１０年間棚上げが決定。（2000年）
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韓国における空港民営化（概要） 

【仁川空港公社（IIAC）の民営化に向けた取り組み 】

《継続調査中》 

 【仁川空港公社（IIAC）の民営化に向けた取り組み 】
  －空港運営会社  ：  仁川空港公社（ＩＩＡＣ） 
 

  －保有空港  ：  仁川国際空港 
 

  －民営化形態 ：  「株式会社化」及び「国有財産の無償貸付」
       （株式上場予定） 
 

  －政府の所有  ：  ［株  式］  ： 100% 
    ：  ［土地及び基本施設］ ： 土地及び基本施設（滑走路・空港ビル等）の所有権（注１） 
 

（注１）法令により 土地及び施設は国家に帰属され 政府は土地と施設の無償貸付が可能である旨 規定    （注１）法令により、土地及び施設は国家に帰属され、政府は土地と施設の無償貸付が可能である旨、規定。
 
 

    ・政府は保有する仁川空港公社の株式を売却する方針（51％の株式を引き続き保有する方針）。  
    ・当初は2010年初め頃に売却を予定していたが、昨今の経済状況を見極めながら慎重に売却時期を検討中。 
    ・売却にあたり、外資の保有に一定の制限を検討中。 

韓国においては公企業民営化法に基づき1主体による15％以上の株式保有を制限    ・韓国においては公企業民営化法に基づき1主体による15％以上の株式保有を制限。
 
 

 【韓国空港公社（KAC）の民営化に向けた取り組み】 
－空港運営会社 ： 韓国空港公社（KAC）  空港運営会社 ：  韓国空港公社（KAC）

 

  －保有空港  ：  韓国国内の14空港を管理（金浦・釜山・済州・清州空港 等） 
 

  －民営化形態  ：  「株式会社化」及び「国有財産の無償貸付」 
 

  －政府の所有 ：  ［株  式］ ： 100%
    ：  ［土地及び基本施設］ ： 土地及び基本施設（滑走路・空港ビル等）の所有権（注２） 
 

   （注２）法令により、土地及び施設は国家に帰属され、政府は土地と施設の無償貸付が可能である旨、規定。 
 

   ・韓国政府は、赤字空港について経営改善の取り組みが不十分と認識しており、経営の是非を判断するための材料として、コスト構造の比較を実施 
することを目的に モデルケースとして１空港の運営権を売却し 成果が出れば更に他空港に展開することを検討している模様    することを目的に、モデルケ スとして１空港の運営権を売却し、成果が出れば更に他空港に展開することを検討している模様。
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